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令
和
5
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
75
歳

以
上
の
方
と
65
歳
以
上
の
一
定
の
障

害
の
あ
る
方
が
対
象
）の
納
入
通
知

書
を
7
月
11
日（
火
）か
ら
順
次
郵
送

し
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
料
は
世
帯

主
宛
て（
世
帯
主
以
外
の
世
帯
員
の

み
が
加
入
し
て
い
る
場
合
も
同
様
）

に
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
加

入
者
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

　

納
入
通
知
書
は
、
保
険
料
の
金
額

の
ほ
か
、
納
付
方
法
や
納
期
限
な
ど

を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

●
収
入
が
な
か
っ
た
方
も
申
告
を　

世

帯
主
と
加
入
者
の
総
所
得
金
額
等
の

合
計
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場
合
に

は
、
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
収

入
・
所
得
が
な
か
っ
た
方
も
、
課
税

課（
市
役
所
1
階
36
番
窓
口
）ま
た
は

保
険
年
金
課（
市
役
所
1
階
6
番
窓

口
）で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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 「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

関
す
る
お
知
ら
せ
」を
郵
送

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す

る
こ
と
で
、
自
己
負
担
額
の
軽
減
が

見
込
ま
れ
る
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
の
方
に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
を
7
月
末
日

に
郵
送
し
ま
す
。
こ
の
お
知
ら
せ
は
、

4
月
に
処
方
さ
れ
た
薬（
新
薬
）の
名

称
・
用
量
・
自
己
負
担
相
当
額
と
、

そ
の
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

切
り
替
え
た
場
合
の
自
己
負
担
の
軽

減
額
を
試
算
し
た
も
の
で
す
。
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る
際
は
、

か
か
り
つ
け
の
医
師
・
薬
剤
師
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
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0国

民
年
金
保
険
料
免
除
・
納

付
猶
予
申
請

　

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
制
度
の
令
和
5
年
度（
令
和
5
年

7
月
〜
令
和
6
年
6
月
）の
申
請
を

7
月
か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申

請
月
か
ら
2
年
1
か
月
前
ま
で
の
未

納
月
に
つ
い
て
も
申
請
可
能
で
す
。

免
除
制
度
は
、
保
険
料
の
支
払
い
が

困
難
な
場
合
に
、
本
人
、
配
偶
者
、

世
帯
主
の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
保

険
料
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

納
付
猶
予
制
度
は
、
50
歳
未
満
の

方
で
、
世
帯
主
の
所
得
は
審
査
対
象

外
と
な
り
、
本
人
と
配
偶
者
の
所
得

が
一
定
以
下
で
あ
れ
ば
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

離
職
し
た
方
に
は
「
特
例
免
除
」

も
あ
り
ま
す
。
失
業
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明

（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
離
職

票
等
の
写
し
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
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国
民
年
金
保
険
料
～
学
生
納

付
特
例
制
度

　

大
学
・
専
修
学
校
な
ど
の
学
生
が
、

収
入
が
少
な
く
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
、
本
人
の
前
年

所
得
が
一
定
基
準
額
以
下
で
あ
れ
ば
、

納
付
義
務
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

申
請
日
よ
り
2
年
1
か
月
前
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。
手
続

き
に
は
学
生
証（
卒
業
後
は
在
学
期

間
の
分
か
る
証
明
書
）、
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
か
年
金
手
帳
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
承
認
さ
れ
た
期
間
は
老

齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必

要
な
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年

金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
将
来

受
け
取
る
年
金
額
を
増
や
す
た
め
に

は
、
10
年
以
内
に
納
め
る
こ
と
が
で

き
る
追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
・
内

線
1
3
9
4
、
日
本
年
金
機
構
立
川

年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）0
3
5
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7
月
17
日（
月･

祝
）、
女
性

総
合
セ
ン
タ
ー
と
図
書
館
は

臨
時
休
館

　

7
月
17
日（
月
・
祝
）は
、
女
性
総

合
セ
ン
タ
ー
と
図
書
館
が
設
備
点
検

の
た
め
休
館
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、

図
書
館
の
貸
出
シ
ス
テ
ム
が
停
止
す

る
た
め
、
中
央
図
書
館
と
各
地
区
図

書
館
は
全
館
休
館
し
ま
す
。
ま
た
、

点
検
の
準
備
の
た
め
、
7
月
16
日

（
日
）午
後
5
時
〜
18
日（
火
）午
前
10

時
は
、
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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砂
川
学
習
館
の
防
災
行
政
無

線
を
一
定
期
間
停
止
し
ま
す

　

砂
川
学
習
館
の
解
体
工
事
に
伴
い
、

防
災
行
政
無
線
を
一
定
期
間
停
止
し

ま
す
。
期
間
中
は
、
災
害
の
情
報
、

定
時
放
送（
見
守
り
放
送
、
夕
焼
け

チ
ャ
イ
ム
）な
ど
が
放
送
さ
れ
ま
せ

ん
。
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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薬が余っていませんか
～残薬調整の重要性

　調剤薬局で渡された薬を忘れずに服用できていますか。

長く服用していると、ついのみ忘れて、薬がたくさん余っ

てしまうこともあるかと思います。

　余っている薬をそのままにしておくと、期限が切れてい

るのに誤って服用してしまう恐れがあります。また、医師

は処方した薬を患者がすべて服用していると想定して、治

療を継続します。決められた量の薬をのんでいないのなら、

それに応じた治療に切り替える必要があるかもしれません。

　残薬調整の相談は薬剤師にしてください。処方日数の調

整などを医師へ提案します。これにより服用する薬の量や

種類を見直すことができます。また、不要な処方をカット

することができるので、医療費の削減にもつながります。

　残薬調整は、市民の皆さんの健康維持と医療費の抑制に

重要な役割を果たしますので、ご協力をお願いします。

国民健康保険運営協議会委員・立川市薬剤師会 石原 一生

　

65
歳
以
上
の
方（
介
護
保
険
第
１

号
被
保
険
者
）で
、
保
険
料
を
特
別

徴
収（
年
金
天
引
き
）の
み
で
納
め
る

方
に
は
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
、

そ
れ
以
外
の
方
に
は
納
入
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
「
立
川
市
第
8
期

介
護
保
険
事
業
計
画
」
に
基
づ
い
て

決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
１
号
被
保

険
者（
65
歳
以
上
の
方
）の
令
和
3
年

度
〜
5
年
度
の
保
険
料
の
基
準
額

（
月
額
）は
５
８
８
０
円
で
す
。
保
険

料
は
所
得
に
応
じ
て
14
段
階
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。
保
険
料
は
市
が
郵
送

す
る
決
定
通
知
書
、
ま
た
は
納
入
通

知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険

料
の
納
め
方

●
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
） 

老
齢
・

退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金

の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上（
月

額
１
万
５
０
０
０
円
以
上
）の
方
は
、

介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
ま
す
。

●
普
通
徴
収（
個
別
に
納
付
）　
▼
老

齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族

年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満

（
月
額
１
万
５
０
０
０
円
未
満
）の
方

▼
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
▼
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た
方

▼
年
度
途
中
に
立
川
市
に
転
入
し
た

方
な
ど
は
、
市
が
郵
送
す
る
介
護
保

険
料
納
入
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書

で
個
別
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
市

役
所
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

各
連
絡
所
の
ほ
か
、
指
定
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
納
付

で
き
ま
す
。

期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を

　

介
護
保
険
制
度
は
加
入
者
が
互
い

に
保
険
料
を
出
し
合
っ
て
運
営
す
る

相
互
扶
助
制
度
で
す
。
保
険
料
の
期

限
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
　

普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
に
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
が
便
利

で
す
。
申
し
込
み
は
▼
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
▼
預
貯
金
通
帳
▼
通
帳

に
使
用
し
て
い
る
印
鑑
を
持
参
し
て
、

指
定
金
融
機
関
窓
口
へ
。

　

な
お
、
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情

に
よ
り
、
一
時
的
に
保
険
料
が
納
め

ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
減
免
等

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

通
知
書
を
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の

購
入
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
申

し
込
み
や
更
新
の
際
、

非
課
税
証
明
書
等
の
代

わ
り
と
し
て
、
介
護
保

険
料
の
納
入
通
知
書
、

決
定
通
知
書
を
使
用
で
き
ま
す
。
く

わ
し
く
は
、
東
京
バ
ス
協
会
☎
0
3

（
5
3
0
8
）6
9
5
0
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
5
年
度

介
護
保
険
料
を

　
　
お
知
ら
せ
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　
納
入
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す

問
介
護
保
険
課
介
護
保
険
料
係
・

内
線
1
4
4
6

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ こまめな換気や手洗いなど、 感染症の予防にご協力をお願いします。


